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発表者自己紹介

19８９/０５/２９ ３５歳

経歴

２０１４.04～

ダイワサービス（現 大和ライフネクスト）へ新卒で入社

北日本/中部・東海/横浜支社

２０２３.04～

新領域創造部 モビリティ推進課 兼 事業開発課

２０２５.04～

新領域創造部 外部管理者サービス課 課長
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フロント・支店長代理

新規事業部門



 200１～

長谷工 コミュニティへ新卒で入社

京都 ／ 大阪支店 他

 2018～

長谷工 アネシス ＦＩＴ開発部

イノベーション創出の部署 立上げメンバ

smooth-e 開発着手

 2021～

長谷工 コミュニティ smooth-e運営部

立上げ ・ サービスリリース

 2025

長谷工 管理ホールディングス

Ｍ３プロジェクト室

管理会社グループ 社内外ＤＸを担当

発表者自己紹介

1978/8/19 46歳

マンション管理士
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経歴

フロント フロント課長

担当部長

室長



発表者自己紹介

1964/11/13 60歳

マンション管理士・管理業務主任者

二級建築士・防犯設備士

マンション維持修繕技術者資格保有

宅地建物取引士資格保有

経歴
 1988.04～ リクルートコスモス 新卒入社

東京支社新築営業 千葉支社新築営業流通営業

 1992.10～ コスモスライフ 転籍

採用 人事企画 管理設計 新築立上げ

フロント
 2002.10～

本社課長（管理設計 営業）

 2011.04～

本社部長（統括 人事企画 管理設計 法人/既存営業）

支社長（東京 首都圏中央 東京東 東関東）

 202２.04～

外部管理者部門 事業立上げ
 2025.04～

統括 管理者業務執行者 4
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1-1. 大和ハウスグループについて

ハウスメーカーの枠を超え、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、新たな価値を創出

大和ハウスグループ

５兆2,029 億円 ４９７ 社

（国内１９０社、海外３０７社）

※2024年3月末

売上高 従業員数 グループ企業数

４８,４８３ 人
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1-1. 大和ライフネクストのグループ会社について

生活のさまざまなシーンを支えるグループ8社で「Life Amenity COMPANIES」を構成

1,２７１ 億円

※2024年4月に大和ライフリンク株式会社が
グループ入りし、当社グループの分譲マンション管理は

400, 000戸以上の管理規模へ

ライフアメニティカンパニーズ

売上高

1２,４０４ 人

従業員数

※2024年3月末
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1-1. 大和ライフネクストについて

不動産総合管理業をベースに事業領域を拡大

⼤和ライフネクスト株式会社（略称︓DLN）

1983年3月8日（創業1976年5月1日）設立

1億3,010万円資本金

大和ハウス工業株式会社（１００％）株主

マンション、ビル・商業施設・ホテル等建物管理事業、寮社宅サブリース事業、建設業、

警備事業、宅建業、貨物利用運送事業、コールセンター事業、保険代理店事業等

事業内容

1,022億4,941万円（2024年3月期）売上高

８,４０２名従業員数

齋藤 栄司代表取締役社長

本社：東京都港区、その他全国40ヶ所事業所
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1-1.DLNについて

ファシリティコンサルティング事業

31.8％ 事業別
売上

マンション事業

64.9％

暮らすプラス事業その他

３.３％

分譲マンションのみならず、多種多様な不動産の管理・運営、個人・法人向けサービスを展開

顧客

- マンション管理組合

サービス

- 管理組合事務代行

- 管理員業務

- 清掃、点検

- 保険 等

マンション事業

顧客

- 法人、不動産オーナー等

サービス

- ビルメンテナンス

- ホテル客室清掃

- 不動産運営 等

（法人寮、ホステル等）

ファシリティコンサルティング事業

顧客

- マンション居住者等

サービス

- 保管付宅配クリーニング

- ハウスクリーニング

- 各種物販

- 資産管理サポート 等

暮らすプラス事業

※2024年3月末
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1-1. DLNの分譲マンション管理事業について

分譲マンション管理では、多様な仕様・サービスで複雑化するお客様の課題解決のパートナーを目指す

IoTを活用した
省人化管理

MANSION
NEXTYLE

管理員による
高付加価値管理

社会の課題

顧客の課題地域の課題

TAKSTYLE
外部管理者
サービス

各種修繕工事
モビリティ

VR消防訓練等
新サービス
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1-1. DLNの新規事業について

２０２３年４月 新領域創造部を設置

11

この部門のミッションは、外部管理者サービス部門を含め、
マンションで課題になっている事象の解決策や新たなサービスの提供を専門的に実施する

従来の管理会社が行ってきた管理事務とは異なる領域のサービスを集約した部門としてスタート



管理組合員の負担軽減
理事会業務は「マンション管理のプロ」におまかせ

理事会の責任と業務負担現
状
と
課
題

理事は組合員から選任され、理事会会合に参加し、事業計画の進捗管理、
次期総会に上程する事業の審議、管理会社からの報告の受領、審議依頼事
項の合議による審議を行う。高度化複雑化専門化の傾向がある審議事項
に対して精神的・身体的・能力的・時間的な負担が増大。

理事のなり手不足

居住者の高齢化や働き方の多様化により、理事を担うことが厳しい、理事
会会合に参加ができない。

解
決
方
法

• 理事会を廃止し、マンション外部の専門家として、フ
ロント業務を熟知したマンション管理士資格を保有
する社員（管理者業務執行者）が理事会・理事長に代
わって業務を行う。

• 管理者業務執行者は、管理規約の規定と総会決議に
則り、管理組合運営を行うため、組合員の理事選任
にかかる負担やなり手不足の課題が解決できる。

• トラブル発生時にマンション担当者と即時連絡をと
り協議を行うので、スピーディに対応できる。

大和ライフネクストの外部管理者方式「TAKSTYLE」

国土交通省が示した「外部管理者・総会監督型」を採用 公平・公正で透明性の高い業務

• 「マンション標準管理規約」における、「外部管理者・総会監督型」のパターンを
採用しています。理事会を廃し、理事会・理事長に代わる立場になります。

• 国家資格であるマンション管理士資格を保有し、マンション管理の経験が豊富
な管理者業務執行者が、フロント担当者とは別に配置されます。

• 管理者業務の担当部門、フロント業務の担当部門、マンションの会計の
担当部門で業務を明確に分け、牽制機能を働かせることで、不正を防
止する体制を構築しています。

• 部門ごとに権限規程を定め、内部や外部による監査を行います。
• 総会にて自己取引を報告し管理者業務契約の更新の審議を行い、組合

員の審判を受けます。

12© 2024 Daiwa LifeNext Co.,Ltd. All rights reserved. 



マンション価値は「防災力」で決まる。
ーいつもの暮らしの中に、いつかのための備えをー

現
状
と
課
題

• マンション防災について、何から手を付けたらいいかわからない。
• マンションの場合は、在宅避難というけれど、何を備えたらいいのか。
• 居住者の防災意識を上げたい。
• マンションにある消防や防災設備についてわからない 。
• 災害が来たら、マンションでの暮らしはどんなふうになるのか。

解
決
方
法

• 全国各地を管理してる大和ライフネクストだからこそ、これまで
の災害経験を踏まえた実用的なマンション防災を提供できる。

• 自宅マンション設備に特化したオンリーワンの防災マニュアルで
災害対応や災害時の暮らしを想定して各自で備えを高める。

• オンライン視聴型消訓練でよりイメージを持つことができる。
• オンラインでいつでも、どこでも消防訓練に全員が参加ができ

る。

大和ライフネクストのマンション防災サービス「manbow」

オンライン視聴型消防訓練 オンリーワン防災マニュアル

【管理組合側の課題】
• 消防訓練を開催しても人が集まらない
• 興味を持って参加してもらえる工夫をしたい

【居住者側の課題】
• 土日は参加ができない
• 子供が小さく参加しにくい
• いつも同じような内容なので参加する意味を感じない

• 自宅マンションにおける消
防・防災設備を調査し、配
置や使い方を解説

• ライフライン停止したとき
のマンションにおける暮ら
しとその備えを解説

• 災害別の対応方法と、マン
ション設備がどのようにな
るのかを解説

オンライン視聴型消防訓練なら
• ご自身の好きなタイイングで、ス

マートフォン・タブレットやパソコン
からVR動画を視聴することで、消
防訓練に参加できます

• 今まで消防訓練に参加したくても
都合が合わなかった方も、参加で
きるようになります

• 世帯の代表一人のみの消防訓練参
加ではなく、家族みんなで楽しか
みながら参加できる

ベランダ側からの避難経路 停電時でも給水できる散水栓マップ
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管理組合の悩みの種、空き駐車場の悩みを解決！
大和ライフネクストにお任せの駐車場サブリース！

現
状
と
課
題

• 生活スタイルの変化や公共交通機関の交通網が充実していることで、
「車を持たない」という選択肢が増え、空き駐車場が増えている。

• マンションは建設時に一定の駐車場の収入を想定し、管理費等が設計
されているため、資金不足に陥る管理組合が増えている。

• 結果として、維持のためのお金の捻出に苦労することも。
• 遊休資産になっている駐車場は認識しているけど、どうしていいかわ

からない。

解
決
方
法

• 遊休資産となっている駐車場を外部貸出することで収
益を得ることができる。

• 管理組合独自で貸し出しを行い、募集→契約締結→日々
の運営（トラブル対応等）をするまでは難しいが、日々付
き合いのある管理会社が賃料固定で借り上げる駐車場
サブリースで解決できる。

大和ライフネクストの完全固定賃料、駐車場サブリース「PARKING sublease.」

成果報酬型や契約連動でない完全固定賃料保証！

確実な管理組合の収益性向上を確約！

管理会社ならではの安心感！

• 直接賃貸に出す方法や、成果型
のサブリースではなく、完全固
定賃料にてサブリースを実施し
ています。

• 管理組合における稼働率による
賃料変動や賃料の未収リスクが
一切ない安心のサービス提供を
実施しています。

• サービスローンチ（2021年10
月）以来、弊社から空車（募集状
況が良くない）を理由とする減
額および解約等は一切ござい
ません。

• 解約する場合でも、違約金条項
を設けておらず、解約時違約金
は0円と管理組合様にやさしい
サービスです。

• 経営母体が安定している管理会
社だからこそのサービスです。

• サブリース会社のコールセンターのみしかない場合や、コールセンターを
外部委託している場合では、連絡を取ることが困難なケースがあります。

• 大和ライフネクストのサブリースでは、2つの窓口を利用しております。

夜間・休日等の営業時間外でも、外部利用者への連絡が可能

マンション管理組合様

大和ライフネクスト緊急対応
「ライフネクスト24」

ParkDirect
サポートセンター

外部利用者様

連絡

報告

連携

24時間

365日

24時間

365日
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1-2. 長谷工グループ事業連携
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マンションのことなら♪



1-2. 長谷工コミュニティ 会社概要
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令
和
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2-1. ～外部管理者方式を取り巻く流れ

2024年6月 新ガイドラインにより“管理業者”が管理者を行う方式が新たな管理手法として定義、そして法制化へ

適正化法・指針改正 マンション標準管理規約改正

民法改正（108条）成立

住生活基本方針

今後のマンション政策のあり方に関する検討会

DLN外部管理者サービス開始

民法改正（108条）施行

外部専門家等の活用のあり方に関する
ワーキンググループ（計5回）

平
成

2016年3月

2017年5月

2021年3月

2023年８月

2023年10月

～3月

2020年4月

2022年5月

2024年6月

H28

H29

R2

R3

R4

R５

R6

外部専門家活用ガイドラインの制定2017年6月

マンションにおける外部管理者方式等に関する
ガイドラインの制定

影響主な出来事

外部専門家が直接管理組合運営に関わる事が規定された

外部専門家を活用する場合の留意事項が示された

委任者の承諾があれば無権代理でなく委任者の行為とされた
（承諾があれば利益相反取引が可能になった）

住宅ストック長寿命化の課題に「役員の担い手不足」があがる

役員の担い手不足問題に対応するため
ガイドライン整備の必要性が示された

管理会社が外部専門家として管理組合運営に関わる事例が
増え、改めて外部専門家の活用の在り方が検討された

管理業者が外部専門家として管理組合運営に関
わる「管理業者管理者方式」が新たな管理手法

として正式に位置づけられた

2025年2月 マンション政策小委員会による
今後の政策の方針に関するとりまとめの発表

R7 2025年5月23日 適正化法等改正議案の成立
管理業者管理者方式が法律により規定される

HCM外部管理者サービス開始2021年8月

R８ 2026年4月1日 改正適正化法・同施行規則の施行予定
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2-2.～大手管理会社の各社動向

大手各社でも導入の方針が新築と既存で違いが明確に異なる

D社C社HCMDLN

2021年8月2022年5月導入開始時期

3,836４,０１０
受託管理組合数

（組合）

13４
（R7.４末時点）

１４０
（R７.４末時点）

外部管理者
受託数（組合）

新築・既存
（比率は50-50）

新築
既存（メイン）

新築/既存

関東圏新築の9割
は同方式で管理。
年間50～60件は
増加の見通し。

大和ハウス新築分
譲は同方式で管理。
今後益々導入件数
は増える見通しで
既存管理の凡そ1～
1.5割程度（400～
600組合）まで増
加の見通し。

増加見通し

（省略）



20

2-3. DLNでの採用実績

114組合の外部管理者業務を受託（2024年11月末時点）

※2021年の実績は
サービス化に向けた
導入実証の位置づけ

2021年度（44期） 2022年度（45期） 2023年度（46期）

他社管理 0 0 1

西日本 0 3 29

東日本 3 17 61

0
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20

30

40

50

60

70

80

90

100

受託実績₋管理組合数
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2-3. DLNでの今後の予測

組合員の高齢化・現役世代のニーズの高まりにより、外部管理者方式の導入は加速すると推測

2021年度

（44期）

2022年度

（45期）

2023年度

（46期）

2024年度

(47期)

2025年度

（48期）

2026年度

(49期)

管理組合数（累計） 3 23 76 220 400 600

管理組合数 3 20 53 144 180 200

3
20

53

144

180

200

0

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500

600

700

受託管理組合数（見通し）
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2-3. DLNでのニーズの2極化

外部管理者方式のニーズは築浅マンションと高経年マンションに2極化(2024年3月末)

5年以下

(新築含む）

34%

6～10年

9%
11～15年

9%

16～20年

5%

21～25年

5%

26～30年

8%

31年超

30%

築年数別 割合

❶築浅マンション
新築ニーズ・働き手世代における

理事会会合の時間的制約❷高経年マンション
高齢化に伴う理事の担い手不足
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2-3. DLNでの採用傾向（2024年11月末）



2-4. HCMでの採用実績と今後の予測
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2-4. HCMでの傾向

25

＊ 新築が半数。築古も一定あるが、比較的築浅の物件での需要がある。（2025.3時点）
＊ なお、監事については、新築では外部を必ず選任。 内部監事は全体の約3割。
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3-０. 新ガイドラインの概要

出典：マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの概要（国土交通省）



ガイドライン第３章の概要 ８つの論点
論点N0.①

既存ﾏﾝｼｮﾝにおいて
管理業者管理者⽅式を
導入する場合のﾌﾟﾛｾｽ

管理業者管理者⽅式を導⼊する場合、管理組合の運営に⼤
きな影響を与え得るため、管理業者は、説明会などの場に
おいて、少なくとも③〜⑧に関する事項について区分所有
者に対し説明することが望ましい。

3-１.運用事例 ～既存での導入ﾌﾟﾛｾｽ

28
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3-１.運用事例 ～既存での導入ﾌﾟﾛｾｽ

紹介資料からの抜粋
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3-１.運用事例 ～既存での導入ﾌﾟﾛｾｽ

紹介資料からの抜粋
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3-１.運用事例 ～既存での導入ﾌﾟﾛｾｽ

紹介資料からの抜粋



新築ﾏﾝｼｮﾝにおいて
管理業者管理者⽅式が
導入される場合の
説明のあり方

管理業者管理者⽅式を採⽤する場合、購⼊希望者が購⼊時点
までに検討を⾏うことが必要となるため、分譲業者は、少な
くとも③〜⑧に関する事項について購入希望者に対し情報提
供することが望ましい。
必要に応じて（購入希望者から質問を受け、分譲業者では必
要十分な情報提供が困難な場合など）、管理業者から購入希
望者に対して直接説明を⾏うことが望ましい。

ガイドライン第３章の概要 ８つの論点
論点N0.②

3-２.運用事例 ～新築での説明

32



アプリを利⽤する前提のsmooth-eでは、その仕組み等を分かりやすくご説明することを重要視しております。

3-２.運用事例 ～新築での説明

33



アイデア投稿・投票機能の概要をご紹介します。

3-２.運用事例 ～新築での説明

34



ガイドラインに準拠した説明書を用意し、事業主としてご購入者にご説明いただいております。
管理者が地位を離れる場合におけるプロセスの定めについても明記しております。

3-２.運用事例 ～新築での説明

35



管理組合運営の
あり方

（管理者権限の範囲等）

管理者業務と管理業務の委託契約書は別々に分けるべき。
管理者業務と管理業務の担当者を分けるべき。
管理者の任期は原則１年程度とすることが望ましい。
区分所有者の意思反映のための環境整備（例として、管理評議会と
いった区分所有者から構成される組織の設置、管理者がアンケートに
より区分所有者の意⾒を集約する環境の整備等）が必要。

議決権⾏使は、管理者や外部専⾨家である監事への議決権付与（委任
状交付）ではなく、出席⼜は議決権⾏使書によることが望ましい。
※その他、⽋格条項、総会決議事項、管理者の権限等規定。

ガイドライン第３章の概要 ８つの論点
論点N0.③

3-３.運用事例 ～管理者権限等

36
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3-３.運用事例 ～管理者権限等
紹介資料からの抜粋

外部管理者サービス課

外部管理者サービス課
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3-３.運用事例 ～管理者権限等

紹介資料からの抜粋
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3-３.運用事例 ～管理者権限等

総会上程予定議案に関する意見交換会資料抜粋



40

3-３.運用事例 ～管理者権限等



管理業者管理者⽅式に
おける通帳・印鑑の
望ましい保管のあり方

管理組合の財産を管理する預⾦⼝座は、管理組合に帰属する
財産であることが⼀⾒して明らかとなる名義とするべき。
通帳と印鑑等の同⼀主体による保管を避けるため、管理組合
財産を管理する⼝座の印鑑等は監事が保管することが望まし
い。

ガイドライン第３章の概要 ８つの論点
論点N0.④

3-４.運用事例 ～印鑑の保管

41



「保管口座印」については、原則として外部監事に保管いただいております。
（ ただし、過渡期として、区分所有者全員にアンケートの上、総会決議を行った物件では、

現時点でも管理者が保管している物件もあります。 ）

3-４.運用事例 ～印鑑の保管

42

契約 兼 収納口座印は
HCM保管

保管口座印は
外部監事が保管

＜理由＞
 保管口座の印鑑保管は法規制抵触を拭えない
 『振込承認サービス』を使用するにしても、当初

の一定期間はどうしても「お引出し書」にリアル
押印しなければならない

 決済にあたり証憑の提出や求めに応じて説明
が必要

なお、保管口座に係る『振込承認サービス』の承認
決裁も、外部監事に実施していただいております。

管理者の契約印 兼 収納口座印 保管口座印

印 印



管理業者が管理者
の地位を離れる
場合のプロセス

規約には、管理者の固有名詞を記載しないことが望ましい。
管理者の退任が決まった後の新管理体制への移⾏⼿続は、監
事が担うことが望ましい。
具体的には新規約の調整、新管理者の選任を議案とする臨時
総会の招集通知を、旧管理者の退任決定⽇から１か⽉（より
⻑くすることも考えられる）以内を⽬途に発出し、新管理体
制を整備することが望ましい。

ガイドライン第３章の概要 ８つの論点
論点N0.⑤

3-５.運用事例 ～管理者退任プロセス
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3-５.運用事例 ～管理者退任プロセス

紹介資料抜粋

44

管理規約料抜粋



3-５.運用事例 ～管理者退任プロセス

管理者業務委託契約書抜粋
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3-５.運用事例 ～管理者退任プロセス

管理者業務委託契約書抜粋

46



⽇常の管理での
利益相反取引等に
おけるプロセスや
区分所有者に対する
情報開示のあり方

総会で承認を得た⾦額以上の⽀出を伴う取引や、
自己取引及びグループ会社との取引等については、
総会において承認を得る必要がある。

グループ会社の定義について、管理業者の親会社、⼦会社、
関連会社、管理業者を関連会社とする会社を総称したものと

して整理。

ガイドライン第３章の概要 ８つの論点
論点N0.⑥

3-６.運用事例 ～日常管理でのプロセス

47



3-６.運用事例 ～日常管理でのプロセス

48

• 予算審議は、必ず総会で⾏っております。

• 予算内での⻑⾕⼯グループへの発注に際しては、少額でも
総会 または smooth-eアプリを利⽤した 「オンライン決議」 を⾏っております。

• オンライン決議 ･･･ 区分所有者総数のうち半数以上の投票を条件に、
投票者数のうち過半数の賛成があった場合に、可決するものとしています。
「 可決された案件は管理者が執⾏する 」 ということを、規約に明記している、
という⽴てつけとなります



大規模修繕工事に
おけるプロセスや
区分所有者に対する
情報開示のあり方

 大規模修繕工事は、修繕委員会（区分所有者及び監事から構成）を設置し、これを
主体として検討することが望ましい。

※例外的に、⼩規模マンションであり、かつ、修繕委員会の設置に向けて適切な
募集期間を確保し、公平な⽴候補機会を確保したものの、候補者を確保でき
なかったときは、
①設計コンサルタントやマンション管理⼠等の利⽤について検討したうえ、
②大規模修繕工事の過程について、区分所有者に対する透明性を確保するため
の措置を講じると共に、監事に対する定期報告を充実させる

場合に、修繕委員会を設置しないことも考えられる。

ガイドライン第３章の概要 ８つの論点
論点N0.⑦

3-７.運用事例 ～計画修繕でのプロセス
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3-７.運用事例 ～計画修繕でのプロセス

紹介資料からの抜粋
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3-７.運用事例 ～計画修繕でのプロセス

Aマンション（首都圏エリア） 築１４年時大規模修繕工事施工（タクスタイル導入第１３期通総）の事例

 第１３期通総にてタクスタイル導入議案/施工会社選定補助業務議案/工事監理議案が承認

 第１４期にて修繕委員候補者と共に施工会社選定業務を実施

 第１４期通総にて大規模修繕工事実施議案/修繕委員会設置議案が上程され組合員３名が就任

 女性１名（監事）男性2名で構成する委員とともに管理者業務執行者も、施工会社主催工事監理

者補助の施主定例会に同席し、施工進捗確認や完了確認を実施し通総にて報告

修繕委員会の設置状況

Bマンション（関西エリア） 築１１年時大規模修繕工事施工（タクスタイル導入第１１期臨総）の事例

 第９期通総にて建物診断・基本計画実施議案が承認（第１０期にて実施）

 第１１期意見交換会にて修繕委員募集/施工会社選定補助業務議案上程に関する意向確認実施

 第１１期通総にて上記２議案上程予定

修繕委員会の設置状況

51



3-７.運用事例 ～計画修繕でのプロセス

第７期
通総

第８期
通総

第9期
通総

第10期
通総

第11期
通総

第12期
通総

「修繕委員募集」 「修繕委員会設置」

「委員選任の承認」
「委員長選任」の承認

「設計監理方式方針」

「建物診断・基本計画
作成の実施」の承認

「建物診断結果の報告/

基本計画の共有」
「施工会社選定補助業務
の実施」の承認

「大規模修繕工事

の実施」
「工事監理業務の
発注」の承認

「大規模修繕工

事の報告」

委員応募受付し勉
強会実施し委員長
（候補）決定

修繕委員会に
て大規模修繕
工事の発注方
式の方針（案）
決定

建物診断・基本
計画作成の実
施、修繕委員会
にて確認

修繕委員会に
て施工会社（候
補）選定

大規模修繕工
事施工

大規模修繕工
事アフターサー
ビス定期点検

（一般的なスケジュール 第12期実施/設計監理方式の場合）

52



監事の設置と監督
のあり方

監事のうち少なくとも１名は外部専門家から選任し、
加えて、区分所有者からも監事を選任することが望ましい。

※例外的に、⼩規模マンションであり、かつ経済的な理由等により
外部専門家を選任しないこともやむを得ないと考えられるときは、
①区分所有者に対する定期的な報告（⽉１回程度）が実施され、
②区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されている
場合に、区分所有者からのみ監事を選任することも考えられる。

ガイドライン第３章の概要 ８つの論点
論点N0.⑧

3-８.運用事例 ～監事の設置

53



3-８.運用事例 ～監事の設置

管理規約には、原則論を記載しております。
新築物件では、外部を必ず選任しております。
現状としては、費用および労務負担の点から、内部 ・ 外部の両方が選任されてい
る物件はごく一部で、どちらか片方の選任となっている物件が大多数です。

管理規約からの抜粋

54

第 条（監事の選任）
監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
２ 監事は、組合員及び組合員以外の者で第 条に定める業務を適切に実施できると期待される者か
ら、原則として１名ずつ選任する。

第 条（管理者⼜は監事の⽋格条項）
次の各号のいずれかに該当する者は、管理者⼜は監事となることができない。
一 精神の機能の障害により管理者⼜は監事の職務を適正に執⾏するに当たって必要な認知、判断及
び意思疎通を適切に⾏うことができない者若しくは被保佐⼈⼜は破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜はその執⾏を受けることがなくなった⽇から５年を経
過しない者
三 反社会的勢⼒⼜は反社会的勢⼒でなくなった⽇から５年を経過しない者
四 銀⾏の取引を停⽌された者、若しくは破産、会社更⽣、⺠事再⽣の申し⽴てをした者、⼜は破産、
会社更⽣、⺠事再⽣の申し⽴てを受けた者
五 合併又は破産以外の事由により解散した者
六 マンション管理業者としての登録が取り消された者



3-８.運用事例 ～監事の設置

55

外部監事を採用する
経済的な余裕が無い

住民から誰か一人は関与して
おいた方が良い

既存の、小規模・高経年マンションでのあるある事例

内部監事は選任
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4-１.導入事例

Aマンション（九州エリア） 築10年 総戸数91戸の事例

 内部区分所有者約6割が役員経験した後、第8期の理事会へ外部管理者方式の情報を提供

 理事長より、理事会運営の実態は管理会社にほぼお任せの状態であることの意見あり

 理事会頻度を２～３ヶ月に1回に減じたが役員全員が理事会出席に負担感が強いとの意見が多

く採用に至った

導入に至った組合課題

Bマンション（九州エリア） 築６年 総戸数１１０戸の事例

 ３期から理事の欠席が多くなり理事会が成立しないことが生じ始め、その後の期も常に１名から

３名が欠席するなど理事会がギリギリの状況で運営

 理事長や副理事長が期中に転居するなど外部区分所有者の割合が約６割と多くなっており内部

区分所有者の負担感が増大していたため、検討の結果採用に至った

導入に至った組合課題

築浅マンション

築浅マンション
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4-１.導入事例

Dマンション（関西エリア） 築52年 総戸数６１戸の事例

 元々は自主管理、2014年から当社にて管理開始した組合運営に積極的な組合だった

 しかしながら、理事会役員は高齢者ばかりとなり万年役員の状態

 圧倒的に組合内で信頼されている理事長が、弊社管理者業務執行者を専門家として評価し導入

推進してくださったことが決め手となり採用に至った

 高経年マンションにおいても組合員の肉体的な負担もあって理事会運営が負担、プロの管理会

社に組合運営を任せれば安心できるという説明も頂き、賛成多数で承認可決

導入に至った組合課題

高経年マンション
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4-１.導入事例

Cマンション（関西エリア） 築3年 総戸数９３戸の事例

 理事長が、合理的判断（運営はプロに任せた方が良いというご意見）のもと、自身にとって優先

順位の低く時間制約である理事会活動を外部の専門家に任せ、総会での組合員意思反映や不適

切であれば元に戻す可逆性を約束したうえで、導入の推進を決意したことがきっかけ

 理事長は平日は仕事で多忙、お子様は小学生で遊び盛り、ご自身は多趣味であり週末は家族や

友人と満喫したく、公私ともに充実した働き盛り

 理事会を無くすことができるのであれば、自身が感じた苦労を輪番でめぐってくる今後の役員

候補者たちにも押し付けなくて済むことになると判断「理事長業務の負担の大きさ、今後役員と

なる方に同じ負担をさせたくない」

 組合員アンケート 組合員意見交換会 総会審議とステップを踏んで検討し理解を深め拡げ、

採決に至った

導入に至った組合課題

タイパ重視



60

4-2.お客様の声

その他にも導入に至った管理組合員様から以下のようなご意見を頂いてます

 「築20年のうち12年に亘り理事長を含めて役員をしてきた、やってくれる人が年々減ってきて、今は理事長

である私一人だけでやっている、もう勘弁してほしい、是非、外部管理者方式にしたい」（首都圏エリア：築

20年、総戸数16戸）

 「自分のマンションは自分で守ろうというスローガンのもと、長年、自主管理として自分たちで、理事長・会計

担当理事・監事・管理員担当理事などを担ってきた。しかし、ここ最近は、役員が固定化して同じ人がずっと

担ってきた。特に、会計担当理事と理事長の業務の負担が重くてつらいとおっしゃってる。３年間、管理の在

り方を検討し、管理会社３社の候補のうち大和ライフネクストを選んだ。管理者も同時に大和ライフネクスト

にお願いすることとした。期待に応えてくださいね。」（北日本エリア：築45年、総戸数56戸）

 身体的理由（公民館迄行けない、1階集会室に行くことすらシンドイ、長時間座るのがつらいetc.）

 能力的理由（建物管理に係る法律や、市場動向などの会話についていけない、マンションに関する知識不足）

 精神的理由（責任への耐性の劣化、意欲の低下etc.）による役員選任辞退や理事会会合欠席
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4-2.お客様の声

外部管理者⽅式について

■ 理事会は⼤変そう

■ 役員業務の削減にメリットを感じる

■ 組合員同⼠の距離感がちょうど良い

■ 外部管理者⽅式の導⼊は、マンション中古売買の際のウリ（付加価値）になり得る
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4-2.お客様の声

WEBアプリについて

■ たえずアプリをチェックはしてないが、メール通知をきっかけに
WEBアプリを⾒るようにしている

■ WEBアプリをチェックする理由としては、理事会役員をしていたことが⼤きい
マンション住⺠のことを考える視点でWEBアプリに利便性・可能性を感じている

■ 従来の理事会と⽐べて、より多くの⼈の意⾒が拾えることを評価
他の住⺠がどの何を考えているのか気になるので、使⽤頻度が増えている

■ smooth-e導入後は改善のスピードが早い

■ 夫婦での会話のネタになった



1. 会社概要

2. 分譲マンション管理における外部管理者方式

3. ガイドラインの運用実例について

4. 導入事例について

5. 管理業者管理者方式の法制化

6. まとめ

アジェンダ
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※ワーキンググループ第5回会合議事録から、委員の発言一部抜粋（要約）

 新ガイドラインにより管理業者管理者方式の導入が進めば、管理の担い手不足という課題への対応になると期
待。

 分譲マンションにおける新たな管理手法の１つに位置付けられたと思う。
 ガイドラインではあるものの、デファクトスタンダードになるので、非常に重要。
 仮にうまく機能しないような場面や、想定したことと違うことが起きる場面が生じたときは、改めて見直すとい

うことも、随時実施してほしい。
 新築物件において、デベロッパーが検討していくと思われる。
 管理組合、管理会社、専門家（例：マンション管理士会、NPO法人等）、地方公共団体に対して周知が進み、内容

の理解が浸透していくことを期待。
 外部管理者方式を採用する際の標準管理規約や、チェックリストの制定に期待。

今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ
（令和５年８月）に示した今後の施策の方向性

管理業者が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について明確化し周
知徹底するとともに、管理業者等が管理者となる場合の実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部
署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備につい
てマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う。また、これらの措置の効果等を見極めつつ、

管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う。

今後の動き
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5.改正適正化法（案）
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3月4日に閣議決定され、即日に、通常国会に提出されました
5月23日には参議院で承認され、成立しました

『老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための

建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案』

・管理者業務委託契約の重説会を開催し、
管理業務主任者による重要事項の説明

・管理者業務委託契約内容の交付

・組合員向け管理事務の報告会の開催

・自社取引の事前説明会の開催

5.改正適正化法（案）
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5.改正適正化法（案）に対しての所感
マンションの管理の適正化に関する法律改正要綱

法72条 管理者業務委託契約の重説会を開催し、管理業務主任者による重要事項の説明
法73条 管理者業務委託契約内容の交付
法77条 組合員向け管理事務の報告会の開催
法77条の２ 自己取引の事前説明会の実施
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マンションの管理の適正化に関する法律改正要綱
法72条 管理者業務委託契約の重説会を開催し、管理業務主任者による重要事項の説明
法73条 管理者業務委託契約内容の交付
法77条 組合員向け管理事務の報告会の開催
法77条の２ 自己取引の事前説明会の実施

5.改正適正化法（案）に対しての所感
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6.まとめ

管理業者管理者方式は時代の趨勢

 ２つの老いによる担い手不足だけではなく、ボラン
ティア理事業務に対する負担感は築浅物件での
現役世代でも拡がっている

安 全 で 正 し く 運 用 さ れ る 管 理 業 者 管 理 者 が
拡がってほしい

組合員の意向に反する管理業者管理者方式を
おこなっている管理会社は市場から退場すべき

管理会社は課題を解決するマンションの専門家
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お問合せ

㈱長谷工コミュニティ

大和ライフネクスト㈱
「タクスタイル」で検索し、下記のお問合せ方法にてアクセスしてください

「スムージー 長谷工」で検索し、下記のお問合せ方法にてアクセスしてください


